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令和８年〇月〇〇日

選定理由書

1． 物件名・品名
　　　○○○○ロボット
2． 型式・仕様
　　　型式　＊＊＊＊＊＊＊　

3． 数量・金額
　　　所要数量：１個　単価：５，０００，０００円/個

　　　合計金額　５，０００，０００円

4． 選定先業者

（所在地）福井県福井市○○１丁目２－３
（名　称）株式会社△△
5． 選定理由
補助事業の目的を達成するため、導入するロボットは○○や◎◎などの機能を有することが不可欠である。
これらの機能を有するものは○○○○ロボットのみであり、他の製品で同等もしくはそれ以上の機能を有するものは存在しない。
○○○○ロボットを取り扱っている業者は株式会社△△が唯一であり、他の企業からは購入することができない。
≪選定理由書について≫
【選定理由書の作成が必要な理由】
この補助金の財源は“税金”です。
そのため、物品の購入や業務の委託等を契約（発注）する際は、限られた財源を適正かつ有効に活用するため、相見積もりや競争入札等、競争の方法により適正な価格による契約を行うことが原則となります。
一方、競争の方法によらず、特定と契約を締結した場合、その業者との間に発生する特殊な関係から、ややもすると不適正な価格によって行われる可能性があります。
そのため、特定の業者に発注をしようとする場合は、契約の相手方となる企業を選定した理由が社会通念に照らして客観的に妥当であることを確認するため、選定理由書の作成が必要となります。
【作成について】
○１回あたりの発注（見積）金額が税込１０万円を超える場合に作成してください。
○選定理由は具体的に記入してください。。

【特定の業者と契約を締結することが認められる場合】
特定の業者と契約を締結する理由として適当なものは、次のような場合です。
　①契約の性質または目的が競争入札に適さない
　②競争入札に付することが不利である
　③時価に比して著しく有利な価格で契約を締結できる見込みがある
④競争入札に付し入札者がいない、または再度の入札に付し落札者がいない
　
例えば、①や②に該当する場合に考えられる事情は以下のようなものです。
○契約の目的物が特定の者でなければ納入できない
○特殊な性質を有する品物の買い入れ、買入れ先が特定されている特殊な技術（特　　許等）を必要とする
○特定の者でなければ役務を提供することができない
○既存のシステムと密接不可分の関係にあり、同一システム開発者以外の者にプロ　グラムの増設・追加等を履行させると、既存のシステムの運用に著しく支障が生じる恐れがある
○契約の目的を達成するためには、能力その他の複数の条件を満たすことが必要で　あって、１つ１つの条件については、それを満たす者が複数存在するが、すべての条件を満たす者が１社に特定される
○金額以外の条件が事業者にとって不利となる（品質・性能等の要素が業者によっ　　て異なる、運送・保管等の際の地理的条件等により事業者にとって不利となる場合等）

○機器、設備、情報処理システム等の維持管理（運転、保守、監視、運用支援等を　　　　含む。）で、既設の機器、設備、情報処理システム等と密接不可分の関係にあり、同一の者以外では責任区分が不明確になり、また、故障発生時の原因究明・故障修理などの対処が困難になるなど、業務の履行を達成できない場合


（専門家の選定理由書等の場合）


依頼内容


金額（謝金・契約金額等）


依頼先（専門家氏名・所属・住所等の連絡先）


履歴書・会社概要等（別添）


選定理由





税込１０万円以上で、相見積もりが準備できない場合に提出してください。（業者単位で作成すること）





記載例





★注意★


○業務等に精通している、納入実績がある、使い勝手がよいという理由だけでは、選定理由として不適切です。


○用途に鑑み、品質、機能等において、同一の他の物件が存在する場合には、競争の方法によることが原則となります。
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